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岩倉市の人事行政の運営等の状況について 

 

岩倉市の人事行政を運営していく上で、より公正で透明性を高めていくために、「岩倉市人事行

政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、令和２年度の職員（臨時的に任用された職員

及び非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び

同法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員を除く。））の任用、給与、勤務時間その他の勤務条

件などについてお知らせします。 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

(1) 職員の採用の状況（令和２年４月２日～令和３年４月１日採用） 

事務職 技術職 保育職 消防職 栄養士 合計 

９人 １人 ５人 ２人 １人 18人 

 

(2) 採用試験の実施状況と採用状況 

試験区分 応募者数 採用者数 

事務職（大学卒、短大卒、高校卒） 153人 ９人 

技術職（大学卒、短大卒） ２人 １人 

保育職（大学卒、短大卒） ９人 ５人 

消防職（大学卒、短大卒） 48人 ２人 

栄養士（大学卒、短大卒） 22人 １人 

合 計  234人 18人 

 

(3) 職員の退職の状況 

退職理由 

職種 
定年退職 早期退職 普通退職 

その他 

（死亡･免職等） 
合計 

事 務 職 １人 － ６人 －  ７人 

技 術 職 －  － １人 －  １人 

保 育 職 －  － ３人 －  ３人 

保 健 師 －  － １人 －  １人 

消 防 職 １人 － － －  １人 

技 能 労 務 職 －  －  － －  － 

合   計 ２人  －   11人  －  13人 

※  技能労務職…環境員、調理員 

 

(4) 職員の昇任及び降任の状況（令和２年４月２日～令和３年４月１日） 

昇     任 
降  任 

部長級 課長級 主幹級 統括主査 主査 主任 

１人 ２人 ６人 ７人 10人 33人  ０人 
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(5) 職員数の状況 

◆職種別職員数 （各年４月１日現在 単位：人） 

区分 

 

職種 

令和３年 令和２年 増 減 

区分 

 

職種 

令和３年 令和２年 増 減 

事 務 職  190  188  ２ 作 業 療 法 士   １   １  ０ 

技 術 職  24  24  ０ 歯 科 衛 生 士   １   １  ０ 

保 育 職  62  60  ２ 栄 養 士   ２   １  １ 

児 童 厚 生 員  10  10  ０ 消 防 職  54  53  １ 

保 健 師  12  13  ▲１ 技 能 労 務 職  23  23  ０ 

看 護 職   ４   ４   ０ 合 計 383 378  ５ 

 

◆部門別職員数                                （各年４月１日現在、単位：人） 

 

※ 小牧岩倉衛生組合派遣職員（各年度 1 人）を除いています。 

 

(6) 再任用職員の状況 

再任用職員とは、定年退職者等について、その能力、経験を考慮し、公務の能率的運営及び

高齢者雇用の推進等のため、改めて採用される職員。 

（各年４月１日現在） 

区分 令和３年 令和２年 増 減 

再任用職員(短時間勤務) 11人 11人     ０人 

再任用職員(常勤) ０人 ０人     ０人 

 

部         門 令和３年 令和２年 増 減 

普 

 

通 

 

会 

 

計 

一

般

行

政 

議    会 ４ ４ ０ 

総    務 59 62 ▲３ 

税    務 18 17 １ 

農 林 水 産 ６ ５ １ 

商    工 ５ ５ ０ 

土    木 26 26 ０ 

民    生 126 124 ２ 

衛    生 35 33 ２ 

教    育 24 23 １ 

消    防 55 54 １ 

計 358 353 ５ 

公 

営 

企 

業 

等 

水    道 ７ ７ ０ 

下  水  道 ６ ６ ０ 

そ  の  他 12 12 ０ 

計 25 25 ０ 

 
総  合  計 383 378 ５ 
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２ 職員の給与の状況 

(1) 人件費の状況                     （令和２年度普通会計決算） 

歳出額 

(A) 

人件費 

(B) 

人件費率 

(B/A) 
元年度の人件費率 

21,638,932 千円 3,256,845 千円 15.0％ 17.9％ 

※ 人件費は、特別職、非常勤職員及び臨時的任用職員分も含みます。 

 

(2) 職員給与費の状況                   （令和２年度普通会計決算） 

職員数〔A〕 
給与費 1人当たり給与費

〔B/A〕 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計〔B〕 

366人 1,178,871 千円 252,023 千円 484,994 千円 1,915,888 千円 5,235 千円 

※１ 再任用職員 10 人分も含みます。 

 

(3) 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況   （令和２年４月１日現在） 

一般行政職 技能労務職 

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

294,170円 372,832円 37.7歳 308,878円 348,442円 47.5歳 

※１ 「平均給料月額」とは、職種ごとの職員の基本給の平均です。       

※２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当な

どの諸手当の額との合計の平均です。 

※３ 一般行政職とは、税務職・企業職・消防職・栄養士・保健師・看護職・保育職・技能労務職を除いた職

です。以下の(5)においても同様です。 

 

◆ラスパイレス指数 

国家公務員の給与水準を 100とした場合の地方公務員の給与水準を表すラスパイレス指数

があります。岩倉市のラスパイレス指数は、次のとおりです。 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

101.7 101.8 101.4 100.4 100.2 

 

(4) 職員の初任給の状況                   （令和２年４月１日現在） 

区 分 大学卒 短大卒 高校卒 

行政職(一) 188,700円 165,900円 154,900円 

 

(5) 職員の経験年数・学歴別平均給料月額の状況        （令和２年４月１日現在） 

 

※ 個人が特定される項目については公表しません（２人以下の項目は X で表記） 

 

 

 

     区  分 
経験年数10年 

以上15年未満 

経験年数20年 

以上25年未満 

経験年数25年 

以上30年未満 

経験年数30年 

以上35年未満 

一般行政職 
大 学 卒 269,714円 374,859円 421,067円 438,930円 

高 校 卒 － － － － 

技能労務職 
高 校 卒 Ｘ 320,325円 Ｘ － 

中 学 卒 － － － － 
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(6)級別職員数の状況                      （令和３年４月１日現在） 

行政職給料表(一) 

等

級 

等級別基準職務

表に規定する基

準となる職務 

合 計 内 訳 職制上の段階 

人 ％ 職 名 人 人 ％ 段階 

1級 
定型的な業務を

行う職務 
47 13.1 

主事補 

技師補 

保育士 

消防士 

児童厚生員 

管理栄養士 

18 

2 

18 

7 

1 

1 

235 65.3 

そ 

の 

他 

の 

職 

員 

計 47 

2級 

高度な知識又は

経験を必要とす

る業務を行う職

務 

63 17.5 

主事 

技師 

保育士 

消防副士長 

児童厚生員 

看護師 

管理栄養士 

37 

5 

10 

7 

2 

1 

1 

計 63 

3級 主任の職務 125 34.7 

主任 

主任保育士 

消防士長 

消防副士長 

主任児童厚生員 

主任保健師 

主任歯科衛生士 

77 

18 

21 

3 

2 

3 

1 

計 125 

4級 主査の職務 29 8.0 

主査 

主査保育士 

消防士長 

主査保健師 

主査看護師 

主査作業療法士 

15 

1 

3 

6 

3 

1 

29 8.0 

係 

長 

級 

計 29 

5級 統括主査の職務 35 9.7 

統括主査 

統括主査保育士 

消防司令補 

24 

6 

5 

68 18.9 

課 

長 

補 

佐 

級 

計 35 

6級 主幹の職務 33 9.2 

主幹 

清掃事務所長 

給食センター所長 

図書館長 

消防司令 

子ども発達支援施設所長 

児童館長 

15 

1 

1 

1 

6 

1 

1 
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保育園園長 7 

計 33 

7級 
課長及び専門員

の職務 
22 6.1 

課長 

指導保育士 

消防司令 

議会事務局長 

監査委員事務局長 

17 

1 

2 

1 

1 

22 6.1 

課 

長 

級 

計 22 

8級 
部長及び専門監

の職務 
6 1.7 

部長 

消防司令長 

5 

1 6 1.7 

部 

長 

級 計 6 

総 合 計 360 100  360 360 100  

 

行政職給料表(二) 

等

級 

等級別基準職務

表に規定する基

準となる職務 

合 計 内 訳 職制上の段階 

人 ％ 職 名 人 人 ％ 段階 

1級 
労務作業職員の

職務 
0 0 

 
0 

7 30.4 

そ 

の 

他 

の 

職 

員 

2級 
技能労務職員の

職務 
1 4.3 

調理補助員 1 

計 1 

3級 

高度な技能又は

経験を必要とす

る技能労務職員

の職務 

0 0  0 

4級 

特に高度な技能

又は経験を必要

とする技能労務

職員の職務 

6 26.1 

環境員 

調理員 

3 

3 

計 6 

5級 

労務作業職員及

び技能労務職員

を直接指揮監督

する技能労務職

員の職務 

16 69.6 

主任環境員 

主任調理員 

5 

11 16 69.6 

主 

任 

級 

計 16 

総 合 計 23 100  23 23 100  

 

 

 (7) 職員手当の状況                                       （令和３年４月１日現在） 

区分 内          容 

期末・勤勉手当 

 期末手当 勤勉手当 

6月期 1.275月分  (0.725月分) 0.95月分 (0.45月分) 

12月期 1.275月分 (0.725月分) 0.95月分 (0.45月分) 

計 2.55月分 (1.45月分) 1.9月分 (0.9月分) 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 

（ ）内は再任用職員に係る支給割合です。 
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区分 内          容 

退職手当 

支給率 普  通 応募認定・定年 

勤続 20年 19.669500月分 24.586875月分 

勤続 25年 28.039500月分 33.270750月分 

勤続 35年 39.757500月分 47.709000月分 

最高限度額 47.709000月分 47.709000月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置(2～15％加算) 

1人当たり平均支給額（令和２年度実績） 

普通退職 6,252千円 

応募認定・定年退職 21,015千円 

地域手当 

支給率 6％ 

国の制度（支給率） 6％ 

支給対象職員数 383人 

支給職員 1人当たり平均支給年額（令和２年度実績） 213,673円 

特殊勤務手当 

支給総額 4,119,910円 

支給職員 1人当たり平均支給年額（令和２年度実績） 53,505円 

手当の種類（手当数）   10種類 

時間外勤務手当 
支給総額 58,796,754円 

支給職員 1人当たり平均支給年額（令和２年度実績） 208,499円 

扶養手当 

子                           10,000円 
（満 16 歳の年度初めから満 22歳の年度末までの子 1 人につき 5,000円を加算） 
子以外の扶養親族（行（一）８級職員以外）              6,500円 
子以外の扶養親族（行（一）８級職員）                3,500円 

住居手当 借間・借家 16,000円を超える家賃の額に応じ、最高 28,000円 

通勤手当 

交通機関利用者 運賃等の額に応じ、最高 55,000円 

交通用具利用者     通勤距離に応じ、2,000円～31,600円 

交通機関と交通用具の利用者  上記の合計額、最高 55,000円 

管理職手当 部長級 70,800円、課長級  54,000円、主幹級 39,700円 

※ その他に、管理職員特別勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当などがあります。 

 

(8) 特別職の報酬等の状況                 （令和３年４月１日現在） 

  区分 月額 期末手当 

給
料 

市長 989,000円 6月期  1.675月分 

12月期 1.675月分 

計    3.35月分 

加算措置 有 

副市長 816,000円 

教育長 716,000円 

報
酬 

議長 512,000円 

副議長 462,000円 

議員 431,000円 

 

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

(1) 勤務時間の状況 

区分 勤務時間等 

1日当たりの勤務時間 
月～金曜日 午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 

休憩時間 1時間 

1週間当たりの勤務時間 38時間 45分 

※ 消防署等の交替制勤務など変則勤務職場もありますが、週 38 時間 45 分を原則として勤務の割り

振りをしています。 
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(2) 休暇制度の概要 

職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇があります。 

・年次有給休暇…1年度ごとに 20日間（最大 20日間を翌年度に繰り越し） 

・病気休暇…職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務をしないことがやむを

得ないと認められる期間 

・特別休暇…特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合に認められ、その事由

により期間は異なります。 

・介護休暇…職員が同居している配偶者、父母、子などで負傷、疾病又は老齢により 2週間以

上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするために勤務しないことが相当で

ある場合に認められ、介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3 回を超えず、かつ通算

して 6月を超えない範囲内で指定する期間内において必要と認められる期間。この休暇につ

いては無給です。 

 

◆特別休暇の種類・日数 

休暇の種類・概要 付与日数 

選挙権その他の公民としての権利を行使するための休暇 必要と認められる期間 

証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合の休暇 必要と認められる期間 

骨髄移植のための骨髄等の提供希望者又は提供者として、検査、

入院等が必要な場合の休暇 
必要と認められる期間 

自発的に、かつ、報酬を得ないで社会貢献活動を行う場合の休暇 1年において 5日 

結婚休暇 5日 

産前休暇 
8 週間（多胎妊娠の場合

は 14週間） 

産後休暇 8週間 

生後 1年に達しない子の保育のために授乳等を行う場合の休暇 1日 2回、30分以内 

職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められ

る場合の休暇 
2日 

職員の妻が出産する場合で、出産予定日の 8週間（多胎妊娠の場

合、14 週間）前の日から出産の日以降 8 週間を経過する日まで

の期間中、当該出産に係る子、又は小学校就学の始期に達するま

での子の養育のための休暇 

当該期間内に 5日 

小学校就学の始期に達するまでの子の看護のための休暇 5日 

日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の市長が定める

世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当で

あると認められる場合 

5日（要介護者が 2 人以上

の場合にあっては、10 日） 

忌引休暇 

親族に応じ 1日～10日 

例：配偶者 10日 

父母   7日 

父母の追悼のための特別な行事のための休暇 1日 

夏季厚生休暇 
7 月から 9 月までの期間

に 5日 

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又

は損壊した場合の当該住居の復旧作業等のための休暇 
7日 

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤

することが著しく困難である場合の休暇 
必要と認められる期間 
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休暇の種類・概要 付与日数 

地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上にお

ける身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ない

と認められる場合の休暇 

必要と認められる期間 

生理休暇 
2 日以内でその都度必要

と認められる期間 

リフレッシュ休暇 
勤続 15年 2日 

勤続 25年 3日 

 

(3) 年次有給休暇の取得状況 

1人当たりの平均取得日数 11.15日 

※ 継続勤務者のみ。 

 

(4) 育児休業等の取得状況 

区分 概要 男性 女性 

育児休業 
3 歳に満たない子を養育するために、1 日の勤務時間

の全部を勤務しないことができる制度。 

0人 

（0人） 

27人 

（15人） 

部分休業 

小学校就学前の子を養育するために、1 日の勤務時間

の一部（正規の勤務時間の始めと終わりに 2時間を限

度）について勤務しないことができる制度。 

0人 

（0人） 

9人 

（3人） 

※ （ ）内は、令和２年度に新たに育児休業等を取得した職員数（内数） 

 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

(1) 分限処分 

職員が一定の事由によりその職責を十分に果たすことができない場合に、本人の意に反し

て不利益な身分上の変動をもたらす処分であり、公務能率の維持向上を図ることを目的とし

ています。 

処分事由 降任 免職 休職 降給 

勤務実績が良くない場合 － － － － 

心身の故障の場合 － － 7人 － 

職に適格性を欠く場合 － － － － 

定数改廃又は予算の減少の場合 － － － － 

刑事事件に関し起訴された場合 － － － － 

 

(2) 懲戒処分 

職員の一定の義務違反に対して、道義的責任を追及して行う処分であり、公務における規

律と秩序を維持することを目的としています。 

処分事由 戒告 減給 停職 免職 

給与・任用に関する不正 － － － － 

一般服務違反 － － － － 

一般非行 － － 1人 － 

収賄等 － － － － 

道路交通法違反 1人 － － － 

監督責任 － － － － 
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５ 職員の服務の状況 

職員は、地方公務員法により信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務専念義務、政治

的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限などの義務規定、禁止規定が定め

られています。令和元年度においては、新規採用職員研修等の実施により、職員の服務規律

の確保に努めました。 

 

(1) 職務専念義務の免除 

職員は、法律又は条例に特別の定めのある場合のほかは、その勤務時間及び職務上の注意

力のすべてをその職責遂行のために用いなければなりません（地方公務員法第 35条）。岩倉

市における「特別の定め」は、「岩倉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例」に

おいて、研修を受ける場合、厚生に関する計画の実施に参加する場合、その他市長が定める

場合には、職務専念義務を免除することができるとしています。 

承認件数 218件（人間ドック等） 

 

(2) 営利企業への従事等の許可の状況 

職員は、営利企業に従事等する場合には任命権者の許可を受けなければなりません。 

区分 許可件数 

会社等の役員等の地位を兼ねるもの     0件 

自ら営利を目的とする私企業を営むもの 0件 

報酬を得て事業、事務に従事するもの 142件 

（消防団員、国勢調査調査員等）     

計 142件 

※ 令和２年度に許可をした状況 

 

６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

(1) 職員の研修の状況 

地方分権改革が進展し、地方自治体の自己決定権がより大きくなりつつある中で、変革の

時代に的確に対応し、厳しさの克服に進んで取り組むことのできる職員を育成するために、

接遇の向上、人材育成型の人事評価への理解、公務員倫理の充実等を重点目標として各種研

修を実施しました。 

 

◆部門別研修の実施状況 

区分 主な研修内容 人数 

独自研修 

新規採用職員研修、市長と職員との懇談会、法制執務研修、被評価
者研修、評価者研修、コンプライアンス研修、メンタルヘルス研修、
事務処理ミス防止研修、自己管理研修、働き方改革研修、会計年度
任用職員研修、接遇研修、職員交通安全講習会、ゲートキーパー研
修、職員協働研修など 

785人 

派遣研修 
(公財)愛知県市町村振興協会研修センター、尾張五市二町研修協議
会、（一社）日本経営協会などへの派遣研修 

75人 

合 計 860人 

※ 人数は、延べ人数です。 

 

 (2) 人事評価制度の概要 

地方公務員法の改正に伴い、平成 28年度より人事評価制度の導入が義務付けられまし
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た。人事評価制度では、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上

で行われる勤務成績の評価（能力評価）と職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業

績を把握した上で行われる勤務成績の評価（業績評価）の２つの方法により評価を行い、

その評価結果については、任用、給与、分限等の基礎となるものであることとされてい

ます。令和元年度においては、全職員を対象に業績評価及び能力評価を実施し、勤勉手

当の成績率及び昇給区分の決定に反映させています。 

人事評価の活用方法 活用する評価結果 

令和２年６月期勤勉手当の成績率 令和元年度下期分の業績評価の評価点 

令和２年 12月期勤勉手当の成績率 令和２年度上期分の業績評価の評価点 

令和３年１月の昇給区分の決定 

総合評価点（令和元年 10 月～令和２年９月末ま

での能力評価の評価点＋令和元年度下期及び令

和２年度上期分の業績評価の評価点） 

 

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(1) 職員の健康管理事業の状況 

区分 受診者数 

定期健康診断   147人 

人間ドック   216人 

産業医による健康相談   38人  

  

(2) 共済制度 

職員の福祉向上と生活の安定を図るため、愛知県市町村職員共済組合に加入しています。

共済組合では、短期給付事業（医療関係等）、長期給付事業（年金関係等）、福祉事業（健康

保持増進事業等）を行っています。 

共済組合負担金 
執行額 1人当たりの負担額 

415,728,821円 1,088,295円 

 

(3) 職員互助会 

会員（職員）相互の共済及び福祉の増進のために、職員互助会を設置しています。 

互助会負担金 
2,695,475円 

※会員掛金：市負担金＝1：1（給料月額×1/1,000＋300円） 

会員数 379人（令和２年４月１日現在） 

主な事業内容 
福利厚生事業…レクリエーションの実施、人間ドック助成など 

共済給付事業…結婚・死亡など慶弔に係る給付など 

 

(4) 職員の災害補償 

区分 公務災害 通勤災害 

認定件数 
傷 病 2件 0件 

死 亡 0件 0件 

地方公務員災害補償基金負担金 2,940,483円 

 

８ 公平委員会の業務の状況 

公平委員会は、地方公務員法の規定により設置されており、その主な権限は次のとおりで

す。 

・職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な

措置を執ること。 

・職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する採決又は決定をすること。 
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・職員の苦情を処理すること。 

区分 件数 

勤務条件に関する措置の要求 0件 

不利益処分に関する不服申立て 0件 

苦情処理 0件 

 

９ 職員の退職管理の状況 

 岩倉市職員の退職管理に関する条例及び規則に基づき、退職の日から２年間は、離職前５

年間の職務に属するものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求するこ

と、又は依頼することを禁止しています。また、管理職で退職した者については、離職後２

年間は再就職先等を届け出るよう義務付けています。令和２年度の届出件数は次のとおりで

す。 

退職者数(※) 
再就職先別届出件数 

外郭団体 民間企業 その他 

11人 １件 ０件 ０件 

  (※)ここでの退職者数とは、平成 30 年４月１日から令和２年３月 31 日までの退職者のうち、離職時の職が

管理職であった職員の合計です。 


